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愛媛県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況

１．任免及び職員数に関する状況

広域連合の職員は、地方自治法第２５２条の１７の規定に基づき、愛媛県内の構成市

 町から派遣されており、職員は派遣元市町と広域連合との身分を併任しています。

（１）職員数（平成２６年４月１日現在）

平成２５年度 平成２６年度 対前年増減数

２５人 ２５人 ０人

（２）派遣元ごとの職員数
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（３）年齢別職員構成の状況（２６年４月１日現在）

区分
29 歳

以下

30～

34 歳

35～

39 歳

40～

44 歳

45～

49 歳

50～

54 歳

55～

59 歳

60 歳

以上
計

職員数 ５人 ６人 ５人 ４人 ２人 ０人 ３人 ０人  25 人

（４）職員の平均年齢（平成２６年４月１日現在）

   ３７．９歳

２．給与の状況

市町から派遣されている職員の給与は、派遣元市町から毎月支給されています。派遣

元市町において支給された給与相当額は、負担金として広域連合から派遣元市町へ支払

います。

平成２６年度の派遣職員給与等負担金額は、１６６，１３２千円です。
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３．勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間

（２）休暇

種 類 休暇の概要、取得の要件等 取得可能日数等

有
給
休
暇

年次有給休暇
1 年につき 20 日（前年の繰越日数
の上限 20 日のため、最高 40 日）

療 養 休 暇

負傷又は疾病のため医師

の診断により療養する必

要がある場合

・公務災害、通勤災害の場合は必要

 と認められる期間

・結核性疾患については 1 年、その
 他の負傷又は疾病については 90 
 日を超えない範囲内で必要と認め

 られる期間

特 別 休 暇

選挙権の行使、結婚、出産、

親族の死亡など職員が勤

務しないことが相当であ

る場合

【主な休暇】

 公民権の行使、産前休

 暇、産後休暇、忌引、結

 婚休暇、ボランティア休

 暇、夏季休暇など

・公民権の行使：必要と認められる

 期間

・産前休暇：8 週間以内に出産する
 予定の女性職員が申し出た場合に

 出産の日まで

・産後休暇：出産日の翌日から 8 週
 間を経過する日まで

・忌引：父母の場合 7 日など
・結婚休暇：連続する 7 日
・ボランティア休暇：5 日を超えな
 い範囲で必要と認められる期間

・夏季休暇：3 日

無
給
休
暇

介 護 休 暇

負傷、疾病又は老齢によ

り、日常生活を営むのに支

障があるものの介護をす

る場合

一の継続する状態ごとに、連続する

6 月の期間内

４．分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況 

   平成２６年度において、処分はありません。 

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

３８時間４５分 ８時３０分 １７時１５分 １２時から１３時まで
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（２）懲戒処分の状況 

   平成２６年度において、処分はありません。 

５．服務の状況

（１）職務専念義務免除の状況

   延べ件数 ２６件

（２）営利企業等従事許可の状況

   延べ件数  １件

６．研修及び勤務成績の評定の状況

（１）研修

   職員は広域連合にて実施する新任職員研修等のほか、派遣元市町が実施する研修に

も参加しています。

（２）勤務成績の評定

   勤務成績の評定については、派遣元市町において行われます。

７．福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の健康管理

   職員は、派遣元市町が実施する健康診断を受診することとなっていますが、派遣職

員からの要望又は派遣元市町長からの要請があるときは、広域連合が実施する健康診

断を受診することができます。

   平成２６年度は６名が受診しました。

（２）公務災害補償の状況

   平成２６年度において、実績はありません。

８．公平委員会の業務の状況

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

   平成２６年度の措置要求事案はありません。 

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況 

   平成２６年度の不服申立て事案はありません。 


